
「病児・病後児預かり」とは、

子どもが病気になったときに、入院するほどではないけれど、
保育所等に通所が難しい場合に利用できます。
医療機関を受診後、家庭でのケアが必要な子どもをサポート会員が預かります。

※インフルエンザ、コロナウイルスなどの感染症はお預かりできません。

利用料/報酬

土日祝 上記の時間外

平日 7：00～19：00

通常の預かり 病児・病後児預かり

1時間 600円

1時間 700円

1時間 800円

1時間 900円

※交通費、食事代等、その他子どもにかかる費用は依頼会員が負担

依頼会員 サポート会員

・QRコードからオンライン登録

・窓口にて直接登録
西条市役所 保育・幼稚園課
西部支所 市民福祉課にて登録できます

【会員登録】

サポート会員依頼会員

こんな時に利用できます！（主な活動内容）

●保育所、幼稚園、小学校、児童クラブ（以下「保育施設等」）の開始時間までの預かり
●保育施設等の終了時間後の預かり
●保育施設等の送り迎え
●日曜日、祝日など保育施設等が休日の場合の預かり
●両親の通院時や、リフレッシュ等の場合の預かり
●子どもが軽度の病気の場合の預かり（サポート会員が対応できる程度）
●依頼会員の仕事と育児の両立のための預かり 等・・・

②サポートの依頼

④サポートの実施

ファミリー・サポート・センター

（打ち合わせ終了後から利用できます）

③両会員の顔合わせ
（事前打ち合わせ）

①会員登録
サポートの依頼

⑤料金の支払い
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